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事件番号： C-129/17
裁 判 所：欧州司法裁判所
決 定 日：2018年７月25日

概要

　今回、「商標の剥奪」行為について争われた欧州
での判決を紹介する。商標権者である原告は原告商
品を「並行輸入」する行為及び「商標の剥奪」行為
を差し止めるべく、ベルギー裁判所に訴えを提起し
た。主張が認められなかったため、原告はこれを不
服として控訴した。控訴裁判所は、「並行輸入」に関
しては原告の主張を認めたが、「商標の剥奪」行為
については商標権に基づき禁止できるか明確な基準

ヨーロッパでの商標判決例紹介

ユアサハラ法律特許事務所

 弁理士　高田　雄一郎

－Mitsubishi v Duma Forklifts事件（商標の剥奪行為）－
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